
　
ト
技
術
な
ど
の
先
端
技
術
を
活
用
し

　
た
機
械
・
設
備
の
導
入
を
支
援
す
る

　
も
の　
な
ど
を
追
加
す
る
も
の
で
歳

入
・
歳
出
い
ず
れ
も
２
，
５
４
３
万
円

の
増
額
。

　
こ
の
結
果
、予
算
総
額
は
３
４
９
億

７
，５
９
８
万
円
と
な
り
ま
し
た
。

《
特
別
会
計
》

❖
国
民
健
康
保
険
事
業
会
計
（
第
２

　

号
）
…
１
，０
０
２
万
円
を
増
額
し
、

　
総
額
は
82
億
３
，
４
４
７
万
円
。

❖
介
護
保
険
事
業
会
計
（
第
２
号
）

　

…
６
２
１
万
円
を
減
額
し
、
総
額
は

　
82
億
９
，
６
４
４
万
円
。

❖
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
会
計
（
第

　

１
号
）
…
１
，
０
５
７
万
円
を
減
額

　
し
、
総
額
は
12
億
７
，
４
４
１
万
円
。

条　

例

▪
舞
鶴
市
消
防
団
条
例
の
一
部
改
正

　
消
防
団
員
の
定
数
を
改
定
な
ど

▪
舞
鶴
市
債
権
管
理
条
例
の
一
部
改
正

　
債
権
放
棄
の
要
件
を
変
更
な
ど

▪
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正　

　
災
害
弔
慰
金
等
支
給
審
査
委
員
会
を

設
置
な
ど

▪
舞
鶴
市
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

　
住
民
票
の
除
票
写
し
等
と
戸
籍
の
附

票
の
除
票
写
し
の
交
付
に
係
る
手
数
料

の
規
定
を
追
加
な
ど

▪
舞
鶴
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務

時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
制
定

　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
つ
い
て
規
定

▪
舞
鶴
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与

及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
制
定

　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び

費
用
弁
償
に
つ
い
て
規
定

▪
舞
鶴
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
及
び
舞
鶴
市
一
般
職
の
任
期
付
職

員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正　

　
一
般
職
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
国

家
公
務
員
に
お
け
る
取
り
扱
い
に
準

じ
、
給
料
表
、
住
居
手
当
の
額
及
び

勤
勉
手
当
の
支
給
割
合
を
改
定

▪
舞
鶴
市
の
市
長
及
び
副
市
長
の
給

与
に
関
す
る
条
例
及
び
舞
鶴
市
教
育

長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

改
正　

　
市
長
、
副
市
長
及
び
教
育
長
の
給

与
に
つ
い
て
、
国
家
公
務
員
に
お
け

る
取
り
扱
い
に
準
じ
、
期
末
手
当
の

支
給
割
合
を
改
定

22
議
案
を
可
決
・
同
意

市 議 会
12 月定例会

令
和
元
年
度
補
正
予
算
な
ど

　
市
議
会
の
12
月
定
例
会
が
11
月
28
日
に
開
会
。
令
和

元
年
度
一
般
会
計
・
特
別
会
計
補
正
予
算
、
条
例
制
定

な
ど
市
長
提
案
の
22
議
案
を
審
議
。原
案
ど
お
り
可
決・

　
の
た
め
の
ほ
場
整
備
に
係
る
調
査
を

　
追
加
す
る
も
の

❖
公
営
住
宅
改
善
事
業
費
…
公
営
住
宅

　
等
長
寿
命
化
計
画
に
基
づ
き
、
廃
止

　
を
予
定
し
て
い
る
田
中
団
地
の
建
物

　
除
却
を
行
う
も
の

❖
東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
聖
火

　

リ
レ
ー
事
業
費
…
５
月
26
日
に
実
施

　
す
る
聖
火
リ
レ
ー
の
た
め
の
準
備
や

　
周
知
、
市
民
に
よ
る
歓
迎
ム
ー
ド
醸

　
成
の
た
め
の
広
報
活
動
な
ど
を
行
う

　
も
の　
な
ど
を
追
加
す
る
も
の
で
、

歳
入
・
歳
出
い
ず
れ
も

２
億
４
，
９
３
０
万
円
の

増
額
。

▪
第
６
号

❖
ス
マ
ー
ト
農
業
実
装

　

チ
ャ
レ
ン
ジ
事
業
費
補

　

助
金
…
農
業
の
経
営

　
改
善
や
作
業
効
率
、
生

　
産
性
を
向
上
さ
せ
る
た

　
め
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
情
報

　
通
信
技
術
）
や
ロ
ボ
ッ

事 業 名 補 正 額

マイナンバーカード交付促進事
業費 647万円

基盤整備促進事業費 1,400万円

府営土地改良事業費負担金 175万円

西舞鶴道路整備等促進事業費 2,500万円

公営住宅改善事業費 3,000万円

東京2020オリンピック聖火リ
レー事業費 100万円

漁港施設災害復旧事業費 590万円

漁港海岸保全施設災害復旧事
業費 170万円

スマート農業実装チャレンジ事
業費補助金 445万円

一般会計補正予算の主な事業

補
正
予
算

《
一
般
会
計
》

▪
第
５
号

❖
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
促
進
事

　

業
費
…
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付

　
申
請
時
の
来
庁
受
け
付
け
や
官
公

　
庁
、
企
業
な
ど
へ
の
出
張
申
請
受
け

　
付
け
を
実
施
し
、
交
付
率
の
向
上
を

　
目
指
す
も
の

❖
基
盤
整
備
促
進
事
業
費
…
営
農
労
力

　
の
省
力
化
や
効
率
化
、
生
産
性
向
上

人　

事

▪
監
査
委
員
の
選
任

　
伊
藤
清
美
氏
（
65
歳
、
丸
山
中
町

　
創
政
ク
ラ
ブ
議
員
団
）

▪
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
選
任

　
小
谷
眞
知
子
氏
（
62
歳
、
青
井
）、

　
杉
原
順
三
氏
（
67
歳
、
公
文
名
）

▪
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦

　
川
尻
治
彦
氏
（
59
歳
、
浜
）

そ 

の 

他

 

▪
指
定
管
理
者
の
指
定

❖
赤
れ
ん
が
パ
ー
ク
…
（
一
社
）
京
都

　
北
部
地
域
連
携
都
市
圏
振
興
社
（
指

　
定
期
間
は
令
和
２
年
４
月
１
日
～
４

　
年
３
月
31
日
）

▪
工
事
請
負
契
約
の
締
結

　
清
掃
事
務
所
整
備
工
事
の
契
約
を
締
結

▪
市
道
路
線
の
認
定

　
矢
之
助
町
地
区
の
路
線
を
市
道
認
定

同
意
さ
れ
12
月
26
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
。

前回の東京五輪(1964年）での聖火リレー
の様子（市役所本庁前）

2020年4月から

屋内は原則禁煙になります
事業所、飲食店など多くの施設で

ご存じですか？

改正健康増進法が2020年4月1日より全面施行されますので、
早めの準備をよろしくお願いします。

改正健康増進法では、原則屋内禁煙となります。
しかし、施設における事業の内容や経営規模への配慮から、喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。
喫煙室を設ける場合は、施設のタイプによって設置可能な喫煙室が異なります。

※標識は厚生労働省のホームページ
からダウンロードできます

喫煙室以外の場所にたばこの煙が流れ出ないように、
専用の喫煙室を設ける場合は、流出防止に係る要件
が定められています。

改正健康増進法について、より詳しい情報は以下のWebサイトでご確認ください。

上記３つの条件を満たしている事業者の該当施設に
限り、既存特定飲食提供施設として「喫煙可能室」の
設置を選択することができます。

◆条件１ 2020年4月1日時点で
 営業している飲食店であること
◆条件２ 資本金5,000万円以下であること
◆条件３ 客席面積100㎡以下であること

20歳未満の方については、
喫煙エリアへの立ち入りは禁
止です。ご家族での施設利用
の際はご注意ください。

20歳未満の従業員も立ち
入ることはできません。
20歳未満の方を喫煙エリ
アに立ち入らせた場合、施
設の管理者は義務違反の
対象となります。

◆喫煙が可能となる4タイプの喫煙室について

喫煙専用室
○たばこの喫煙が可能
×飲食等の提供不可

一般的な
事業者が適合

加熱式たばこ
専用喫煙室
△加熱式たばこに限定
○飲食等の提供可能

一般的な
事業者が適合

喫煙目的室
○たばこの喫煙が可能
○飲食等の提供可能

特定事業
目的施設に限定

喫煙可能室
○たばこの喫煙が可能
○飲食等の提供可能

既存特定飲食提供
施設※に限定

室
煙
喫
種
各

別
種
の

能
可
置
設

者
業
事
な

識
標
各

小さなお子さまを連れた
ご家族での施設利用の
際は、ご注意ください

※既存特定飲食提供施設とは

たばこの煙が出ないよう整備が必要です

「 喫 煙 可 能 室 」設 置
を希望される事業者
は、所在地の保健所
に届出を提出してく
ださい

喫煙室には
標識掲示が
義務付け

POINT

3

経過措置 経過措置

20歳未満の人は
喫煙エリアへの
立ち入りが禁止

POINT

1
屋内での喫煙には
喫煙室の設置が
必要

POINT

2

事業者の皆さまへ

厚生労働省
特設サイト

厚生労働省
（法令など
掲載ページ）

京都府の
受動喫煙
防止対策

　  　  

問い合わせ先

 
 

 
 

 
京都府中丹東保健所

 

l ☎75・0806
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